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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成26年7月31日(2014.7.31)

【公開番号】特開2013-8534(P2013-8534A)
【公開日】平成25年1月10日(2013.1.10)
【年通号数】公開・登録公報2013-002
【出願番号】特願2011-139965(P2011-139965)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  37/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ  37/12    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５４１Ｂ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５２１　

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月14日(2014.6.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
荷電粒子線が通過する貫通孔をそれぞれ有し、互いに絶縁された少なくとも３枚の電極か
らなる静電型の荷電粒子線レンズであって、
前記荷電粒子線の進行方向に対して最下流側に位置する電極の貫通孔は、第一の開口輪郭
を有する第一の領域と、前記第一の領域に対して上流側に位置する第二の開口輪郭を有す
る第二の領域を有しており、
前記荷電粒子線の進行方向から見て、前記第一の開口輪郭は前記第二の開口輪郭内に含ま
れることを特徴とする荷電粒子線レンズ。
【請求項２】
前記最下流側に位置する電極の貫通孔は円形断面を有し、
前記第一の領域は第一の内径を有し、前記第二の領域は、前記第一の内径よりも大きい第
二の内径を有することを特徴とする請求項１に記載の荷電粒子線レンズ。
【請求項３】
前記荷電粒子線の進行方向に対して、最上流側に位置する電極と、最下流側に位置する電
極とをアース電位とし、
その間に位置する電極に負電圧を印加することを特徴とする請求項１又は２に記載の荷電
粒子線レンズ。
【請求項４】
前記少なくとも３枚の電極は、貫通孔をそれぞれ複数備え、
前記少なくとも３枚の電極のそれぞれ対応する貫通孔は、前記荷電粒子線の進行方向に沿
って整列していることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の荷電粒子線レンズ
。
【請求項５】
請求項１～４の何れか１項に記載の荷電粒子線レンズを備え、
荷電粒子源から放射された荷電粒子線が、前記荷電粒子線レンズの各電極の貫通孔を通過
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して対象物に照射されることを特徴とする荷電粒子線露光装置。
【請求項６】
前記荷電粒子線の進行方向に対して最下流側に位置する電極は、前記対象物に最も近い位
置に配置され、
前記第一の領域の第一の開口輪郭と前記第二の領域の第二の開口輪郭を、前記荷電粒子線
の進行方向に沿って、前記対象物に投影した時の、前記第一の領域の内径の輪郭と前記第
二の領域の内径の輪郭との最小間隔をｘ、前記電極の厚さをｈ、前記電極と前記対象物と
の間隔をＷＤ、前記第一の領域の内径をφ１、前記電極の荷電粒子線の上流側の表面から
前記第一の領域までの距離をｙ、とした時に、
ｘ／ｙ＞φ１／（ＷＤ＋ｈ－ｙ）を満たすことを特徴とする請求項５に記載の荷電粒子線
露光装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
上記課題に鑑み、荷電粒子線が通過する貫通孔をそれぞれ有し、互いに絶縁された少なく
とも３枚の電極からなる本発明の静電型の荷電粒子線レンズは次の特徴を有する。前記荷
電粒子線の進行方向に対して最下流側に位置する電極の貫通孔は、第一の開口輪郭を有す
る第一の領域と、前記第一の領域に対して上流側に位置する第二の開口輪郭を有する第二
の領域を有していて、前記荷電粒子線の進行方向から見て前記第一の開口輪郭は前記第二
の開口輪郭内に含まれる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
本発明によれば、光軸方向（前記荷電粒子線の進行方向）から見て第一の領域の開口輪郭
が第二の領域の開口輪郭に内包されるため、対象物からの飛散物等が第一の領域で遮蔽さ
れ、第二の領域及びこれよりも荷電粒子源側の領域に到達し難くなる。従って、対象物か
らの飛散物や蒸発物等が第二の領域及びこれよりも荷電粒子源側の領域に付着し難い電極
を実現することが出来る。また、別個に遮蔽板などを設ける必要が無いので、電極を含む
レンズと対象物との間隔を狭くすることも可能である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
本発明の特徴は、荷電粒子線が通過する貫通孔の下流側の第一の開口輪郭が上流側の第二
の開口輪郭内に前記荷電粒子線の進行方向から見て含まれる様に貫通孔を形成することで
ある。荷電粒子線はほぼ貫通孔の中心を通る光軸に沿って上流側から下流側に進んで対象
物に照射され、この作用で飛散物等が電極内に侵入しようとするので、上流側の第二の開
口輪郭より下流側の第一の開口輪郭を狭小にすれば飛散物等の侵入を抑制できる。下流側
の第一の開口輪郭をどの程度狭小にするかは、電極の用いられ方、電極の仕様などに応じ
て、適宜設計すればよい。本発明において「光軸に沿って」とは「実質的に光軸に沿って
」いる状態であればよい。即ち、光軸と厳密に一致している場合だけでなく、誤差範囲で
ずれていても、光軸に沿っているとみなせる状態も含む。
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